
建設関連業務総合評価落札方式（簡易型及び標準型）実施要領

（趣旨）

第１ この要領は，県が執行する建設関連業務に係る総合評価落札方式（簡易型及び標準

型）による一般競争入札（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

１０の２の規定により，価格のほかに，価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え，価

格と技術の両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をい

う。以下「総合評価落札方式」という。）に関し，必要な事項を定めるものとし，その実

施に関しては，別に定めがあるもののほか，この要領の定めるところによるものとする。

（対象業務等）

第２ 総合評価落札方式により委託契約を締結することのできる業務は，次の各号により，

業務を発注する課（室），地方機関又は出先機関の長（地方振興事務所（地域事務所を含

む。）にあっては部長。以下「業務担当課等の長」という。）が必要と認めた業務（以下

「対象業務」という。）とする。

（１）総合評価落札方式 設計額（消費税及び地方消費税の額を含む。）が５００万円以

上の測量業務，同じく１千万円以上の建設コンサルタント，地質調査，補償コンサル

タント及び建築設計業務については，原則として，総合評価落札方式を選定するもの

とし，その他の業務については，事前に業務の仕様を確定可能であるが，入札者の提

示する技術等によって，調達価格の差異に比して，事業の成果に相当程度の差異が生

ずることが期待できる場合は，総合評価落札方式を選定する。

（２）標準型 総合評価落札方式を選定した場合において，当該業務の実施方針以外に，

業務内容に応じて具体的な取り組み方法の提示を求める課題を示し，課題に関する技

術提案を求めることによって，品質向上を期待できる業務の場合に適用する。

（３）簡易型 総合評価落札方式を選定した場合において，標準型以外の場合，簡易型を

適用する。

（４）技術提案チャレンジ型 総合評価落札方式を選定した場合における簡易型（実施方

針型）等において，業務の手順や品質管理，業務上の課題に対する技術的所見等に特

化して評価することで品質向上が期待できる場合，技術提案チャレンジ型を適用す

る。

（落札者決定基準の設定）

第３ 業務担当課等の長は，対象業務の落札者決定基準を定めようとするときは，落札者決

定基準を定める際の留意すべき事項に関し，あらかじめ２人以上の学識経験を有する者

（以下「学識経験者」という。）の意見を聴かなければならない。

２ 学識経験者の選定は次の各号に掲げる型式毎のとおりとする。

(1) 簡易型及び標準型（予定価格５千万円未満）においては，業務担当課等の長が指定す

る。

(2) 標準型（予定価格５千万円以上）においては，関連業務担当部局の推薦により出納局

長が委嘱を行う。

３ 業務担当課等の長は，第３の１項の規定による意見の聴取において，併せて，当該落札

者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかど

うかについて意見を聴くものとする。ただし，標準型における予定価格５千万円以上は，

落札者決定基準に基づく意見を聴くものとする。

４ 業務担当課等の長は，前項の規定による意見聴取の結果を建設工事競争入札委員会設置

要領（平成１５年４月１日施行。以下「入札委員会設置要領」という。）に定める建設工

事競争入札委員会（以下「入札委員会」という。）の審議に付し，入札委員会は，対象業

務の落札者決定基準を定めるものとする。



５ 落札者決定基準は，価格以外の評価項目（以下「評価項目」という。）及び評価基準の

設定，評価の方法並びに落札者の決定方法を定めるものとする。

（評価点）

第４ 総合評価落札方式における評価点は，次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める

ものとする。

（１）総合評価点 価格評価点に価格以外の評価点を加えた評価点

（２）価格評価点 入札価格に基づいて算定した評価点

（３）価格以外の評価点 入札参加者の業務成績や技術提案等から算定した評価点

（評価項目及び評価基準の設定）

第５ 業務担当課等の長は，対象業務に係る目的，精度，技術等に関し当該対象業務の目的

や内容に応じて，入札実施の際に評価の対象とする評価項目及び評価基準を設定するもの

とする。

２ 業務担当課等の長は，評価項目の設定に当たっては，特定の要素のみが評価対象となら

ないように公平性の確保に配慮するものとする。

（評価点の設定）

第６ 業務担当課等の長は，予定価格に対する入札価格の割合に応じて配分した点数を価格

評価点として設定するものとする。

２ 業務担当課等の長は，業務の内容や難易度に応じて，第５で設定した評価項目ごとに配

分した点数を価格以外の評価点として設定するものとする。

（評価方法）

第７ 業務担当課等の長は，第６で設定した価格評価点及び価格以外の評価点に基づき総合

評価を行うものとする。

（評価の手順）

第８ 入札執行者は，次の各号に掲げる要件をすべて満たす者について，業務担当課等の長

に報告するものとする。

（１）入札公告に定めた入札参加資格（登録部門，登録等級及び事業所の所在地条件に限

る。）について，入札者全員の審査を行いすべての条件を満たしている者

（２）入札価格が予定価格を超えない者

２ 業務担当課等の長は，前項各号の要件をすべて満たす者のうち，次の各号に掲げる要件

をすべて満たす者を対象に総合評価を行うものとする。

（１）価格以外の評価を行うため，入札公告で定めた技術等の資料（以下「総合評価技術

資料」という。）を提出した者。ただし，総合評価技術資料に記載がないものは除

く。

（２）入札価格が調査基準価格を下回った入札で，建設関連業務履行能力確認調査・審査

基準（平成１６年４月１日施行。以下「審査基準」という。）で定める数値的判断基

準で落札不適当と判定されなかった者。この場合において，審査基準に規定する調査

対象者は，調査基準価格を下回った入札を行った者とし，数値的判断基準を適用する

に当たっては，それぞれの入札価格より低額な入札を行った者を落札者としなかった

ものとして適用するものとする。

３ 価格以外の評価点は，入札者から提出された総合評価技術資料に基づき算出するものと

する。

４ 入札執行者は，第１項及び第２項で総合評価の対象とならなかった者に対して，速やか

に不適格の旨を通知するものとする。



（落札者の決定方法）

第９ 落札候補者は，総合評価を行った結果，総合評価点が最も高い者とする。ただし，総

合評価点の最も高い者が２者以上あるときは，入札価格が低い者を落札候補者とし，入札

価格の同じ者（以下「同点者」という。）が２者以上あるときは，くじにより落札候補者

を決定するものとする。

２ 前項の落札候補者について，入札執行者にあっては第８第１項第１号以外の入札参加資

格の，業務担当課等の長にあっては総合評価技術資料の確認を行うものとする。

３ 入札執行者は，前項の確認の結果，落札者として適当と認める場合は，落札者とみな

す。

４ 入札執行者は，第２項の確認の結果，落札候補者を落札者として不適当とした場合は，

当該落札候補者に対して，速やかに不適格の旨を通知する。

５ 前項の場合において，入札執行者及び業務担当課等の長は，適格者が確認できるまで，

前項の落札候補者を除き総合評価点が最も高い者から順次第２項の確認を行うものとす

る。

６ 業務担当課等の長は，第３第２項の意見聴取の結果，学識経験者から改めて意見を聴く

必要があるとの意見が述べられた場合及び標準型における予定価格５千万円以上の場合に

には，落札者を決定しようとするときに，あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければな

らない。

７ 業務担当課等の長は，前項の規定による意見聴取の結果を入札委員会の審議に付し，入

札執行者は，入札委員会の審議の結果を踏まえて，落札者を決定するものとする。ただ

し，前項以外の場合において入札委員会設置要領第２条第３号及び第４号に該当しないと

きは，入札委員会の審議を要さないものとし，入札執行者が落札者を決定するものとす

る。

（入札参加者への周知）

第１０ 入札執行者は，入札公告において別に定めがあるもののほか，次に掲げる事項につ

いて周知するものとする。

（１）当該業務が総合評価落札方式であること

（２）入札参加者の価格以外の評価を行うため，総合評価技術資料を提出すること

（３）落札候補者は総合評価技術資料の記載内容を証明する資料を提出すること

（４）価格以外の評価点に関する評価項目及びその配点

（５）落札者の決定基準及び決定方法

（６）総合評価技術資料の内容に対して確認の必要があると認められる場合，配置管理技

術者に対しヒアリングを実施すること

（７）その他必要と認める事項

（入札時に必要な書類）

第１１ 入札参加者は，第１０の総合評価技術資料を，紙入札の場合にあってはコンパクト

ディスク等の電子媒体に保存して提出するものとし，提出方法は建設関連業務における条

件付一般競争入札試行要領（平成２１年４月１日施行。以下「建設関連一般競争入札試行

要領」という。）第１０第１項に規定するとおりとし，電子入札の場合にあっては，電子

入札システムにより入札書の添付書類として電子ファイルを添付して提出するものとす

る。

２ 前項の総合評価技術資料を提出しない入札書及び同資料に記載がない入札書は無効とす

る。

３ 既に提出した総合評価技術資料の訂正，差換え及び再提出は認めないものとする。



（総合評価技術資料の取扱方法）

第１２ 入札参加者から提出された総合評価技術資料は，次のとおり取り扱うものとする。

（１）入札参加の資格審査，評価以外には使用しない。ただし，当該総合評価技術資料を

提出した者から承諾を得た場合を除く

（２）返却及び公表は原則として行わない

（書類の作成費用）

第１３ 入札参加者が総合評価技術資料の作成に要した一切の費用は，入札参加者の負担

とする。

（価格以外の評価内容の履行の確保）

第１４ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１５の規定に基づく調

査職員及び検査職員（以下「調査職員等」という。）は，総合評価技術資料で提出した内

容が履行できなかった場合，建設関連業務成績調書作成要領（平成１８年４月１日施行）

に基づき，建設関連業務の評定において減点するものとし，業務の適正な履行の確保及び

履行の評価を行うものとする。

２ 調査職員等は，業務の監督及び検査に当たって，総合評価技術資料で提出した内容の履

行状況を確認するものとする。

３ 自然災害等の不可抗力による場合を除き，総合評価技術資料の業務計画によることが困

難で業務委託料が増額する場合であっても，設計変更等は原則行わないものとする。

（秘密の保持）

第１５ 総合評価に関する審査結果を除き，この要領に基づき入札参加者から提出された資

料等は，公表しないものとする。

２ 学識経験者は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。

（入札結果の公表）

第１６ 入札執行者は，総合評価落札方式により落札決定した場合には，入札結果等の公表

要領（平成２０年４月１日施行）に基づき公表するものとする。

２ 入札執行者は，入札調書には，建設関連一般競争入札試行要領第１９に規定するものの

ほか，次に掲げる事項を記載し，公表するものとする。

（１）総合評価落札方式を行う理由

（２）価格点，価格以外の評価点，総合評価点

（３）落札者とした理由

（謝金及び旅費）

第１７ 業務担当課等の長は，第３及び第９における意見学識経験者から聴く場合，外部機

関の学識経験者に謝金及び旅費を支給するものとする。なお，謝金は「講師手当支給基準

表」（宮城県公務研修所）によるものとし，国の職員については，謝金を支給しない。

（その他）

第１８ この要領に定めるもののほか，総合評価落札方式の実施に関して必要な事項は，別

に定めるものとする。



附 則

この要領は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，令和４年１０月１日から施行する。

附 則

この要領は，令和５年４月１日から施行する。


